
　広報ひだか2021.12月号 8

　

12
月
6
日（
月
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か
ら

４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会
会

長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、人
権

擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員
、弁
護
士

の
方
々
で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社
会
福
祉
協

議
会（
☎
６
３
・
２
７
５
１
）ま
で
。

人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同
相
談
所

開
設
の
お
知
ら
せ

　
「
近
所
で
ご
み
を
燃
や
し
て
い
て
、

煙
で
困
っ
て
い
る
」、「
ご
み
の
焼
却

で
灰
や
燃
え
か
す
が
、田
ん
ぼ
に

入
っ
て
困
る
」な
ど
の
苦
情
が
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
で
の
ご
み
の
焼
却
は
、近
隣

の
人
に
迷
惑
を
掛
け
る
だ
け
で
な

く
、ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
や
火
災

の
危
険
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ド
ラ
ム
缶
・

ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
・

素
ぼ
り
の
穴
を

利
用
し
た
も
の

や
、法
で
定
め
ら

れ
た
構
造
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い

焼
却
炉
な
ど
に
よ
る
焼
却
は
、法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、決
め

ら
れ
た
収
集
日
に
分
別
し
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

野
焼
き
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、所
得
税
法

及
び
地
方
税
法
上
、健
康
保
険
や
厚

生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
納
め

た
場
合
と
同
様
に
、社
会
保
険
料
控

除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら

控
除
さ
れ
、税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

控
除
の
対
象

　

令
和
３
年
１
月
～
12
月
ま
で
に
納

め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。過

去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料

も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で

は
な
く
、配
偶
者
や
ご
家
族（
お
子
様

な
ど
）の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保

険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、そ
の

保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

　

な
お
、令
和
３
年
中
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、社
会

保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
と

き
に
、領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を
支

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、令
和
３
年
１
月
１
日

か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」が
送
ら
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、申
告
書
の
提
出
の
際
に
は

必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
令
和
３
年

10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
、今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、翌
年
の

２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。）

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金

は
、老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故

な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方

と
な
る
制
度
で
す
。保
険
料
は
納
め

忘
れ
の
な
い
よ
う
キ
チ
ン
と
納
め
ま

し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
、住
民
生
活
課（
☎ 

６
３
・
３
８
０
０
）ま
で
。

納
め
た
国
民
年
金
保
険

料
は
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
で
す
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人
権
週
間
は
、家
庭
で
、職
場
で
、

学
校
で
、家
族
と
、み
ん
な
と
人
権
を

考
え
る
１
週
間
で
す
。

　

男
女
差
別
、障
が
い
者
差
別
、外
国

人
差
別
、部
落
差
別
な
ど
、あ
ら
ゆ
る

差
別
や
偏
見
を
な
く
し
、み
ん
な
が

明
る
く
暮
ら
せ
る
社
会
を
作
り
た
い

も
の
で
す
。そ
の
た
め
に
は
、わ
た
し

た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、人
権
に
つ
い

て
正
し
く
理
解
し
、周
り
の
人
の
人

権
を
尊
重
す
る
意
識
を
持
つ
こ
と
が

と
て
も
大
切
で
す
。

　

今
一
度
、身
近
な
こ
と
か
ら
人
権

を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

人
権
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
の
あ

る
方
は
、お
近
く
の
人
権
擁
護
委
員
・

法
務
局
・
役
場
ま
で
、お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

困
り
ご
と  

心
配
ご
と
で

お
悩
み
の
方
へ

　

人
権
擁
護
委
員
か
、左
記
の
人
権

相
談
窓
口
ま
で
お
気
軽
に
お
電
話
く

だ
さ
い
。相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
。

◆
受
付　

月
曜
日
～
金
曜
日

　
　
　
　

８
時
30
分
～
17
時
15
分　

（
12
月
29
日
～
１
月
３
日
及
び
休
日
を
除
く
）

「誰か」のこと　じゃない 第
73
回

人
権
週
間
12
月
４
日
〜
10
日
ま
で
の
１
週
間

「
地
域
カ
フ
ェ
」
を

開
催
し
ま
す
！

み
な
さ
ん
で
、楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
？

①

場

　

所	

高
家（
南
）集
会
所（
高
家
１
０
３
１
番
地
の
４
）

　

日

　

時	

12
月
14
日（
火
）　

13
時
30
分
～
15
時

②

場

　

所	

中
志
賀
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー（
志
賀
１
９
７
３
番
地
の
２
）

　

日

　

時	

12
月
16
日（
木
）　

13
時
30
分
～
15
時

　

参

加

費	

１
０
０
円

　

対

　

象	

日
高
町
内
に
お
住
ま
い
の
方

　
　
「
サ
ン
フ
ル
ひ
だ
か
」の
パ
ン
の

　
　
　
　
　
　

販
売
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※	

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
対
策
の
た
め
、マ
ス
ク
の
持
参
を
お
願

い
し
ま
す
。な
お
、消
毒
の
徹
底
や
会
場
内
の
換
気
、開
催
時
間
を
短
縮
し

ま
す
の
で
、ご
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　
（
☎
６
３
・
３
８
０
７
）

◆
面
談
に
よ
る
相
談
窓
口

　

和
歌
山
地
方
法
務
局
御
坊
支
局

（
御
坊
市
薗
３
６
９
─６
）

◆
電
話
に
よ
る
相
談
窓
口

・
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
（
☎
０
１
２
０･

０
０
７･

１
１
０
）

・
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
☎
０
５
７
０･

０
７
０･

８
１
０
）

・
右
記
以
外
の
専
用
相
談
電
話

　
（
☎
０
５
７
０･

０
０
３･

１
１
０
）

【
人
権
の
つ
ど
い
】

■
と
き　

令
和
３
年
12
月
４
日（
土
）

　
　
　
　

14
時
～
15
時
30
分

■
場
所　

か
つ
ら
ぎ
総
合
文
化
会
館

　
　
　
　

 

「
あ
じ
さ
い
ホ
ー
ル
」

　
　
　
　

か
つ
ら
ぎ
町
丁
ノ
町
２
４
５
４

■
内
容  

人
権
講
演
会

　
　
　
　

 「
何
が
あ
っ
て
も
い
つ
の

時
代
も
、変
わ
ら
な
い
心

　
　
　
　

 

～
そ
れ
ぞ
れ
に
で
き
る

一
歩
を
～
」

　
　
　
　

講
師　

岩
崎　

順
子
氏

■
申
込
み
先　

　

和
歌
山
県
伊
都
振
興
局
総
務
県

民
課（
☎
０
７
３
６・３
３・４
９
０
０
）
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